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通知希望者数 通知者数
平成１３年 １４，７７７ ２２，６７２
平成１４年 ４７，６９０ ７６，６９１
平成１５年 ４４，４４２ ７６，０８７
平成１６年 ４５，９６７ ７５，８７７
平成１７年 ４６，９５３ ７４，８１３
平成１８年 ５０，５０４ ７６，３７７
平成１９年 ５１，６７６ ７７，４８７
平成２０年 ５５，３３０ ９１，８１８
平成２１年 ６１，００７ １０７，４６４
平成２２年 ６２，９９３ １１４，９９６
合 計 ４８１，３３９ ７９４，２８２

法務省における被害者等通知制度の実施状況

提供：法務省
※平成１３～１９年については、検察庁における実施状況
※通知者数とは、通知の延べ数である。
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１ 相談及び情報の提供等（基本法第１１条関係）
《基本計画策定以前からの施策で、基本計画
策定後も引き続き実施するもの》

⑴ 犯罪被害者等への訪問・連絡活動の
実施
警察において、犯罪被害者等からの要望が

ある場合には、交番・駐在所の地域警察官が
犯罪被害者等を訪問し、被害の回復、拡大防
止などに関する情報の提供、防犯上の指導連
絡などを行っている。また、被害の態様など
によっては、必要に応じて、パトロールや女
性警察官による訪問・連絡活動などを行って
いる。
警察庁においては、平成１９年２月に地域部

門と事件捜査部門の連携強化や警察署長など
を責任者とする指導監督体制を盛り込むなど
の改正を加えた「地域警察官による被害者へ
の訪問・連絡活動実施要領」を各都道府県警
察に発出しており、同要領の効果的運用を指
示している。

⑵ 被害者等通知制度
検察庁において、事件の処理結果、公判期

日、裁判結果などのほか、希望があるときは
不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子
などを通知する、全国統一の被害者等通知制
度を実施している。なお、平成１９年１２月から
は、同制度を拡充し、検察庁、刑事施設、保
護観察所などが連携し、被害者等の希望に応
じて、加害者の処遇状況などについても通知
している（P８４⒅「判決確定後の加害者情報
の犯罪被害者等に対する提供の拡充」、P８４
⒆「保護処分決定確定後の加害少年に係る情
報の提供に関する検討及び施策の実施」参
照）。
平成２２年の実施状況については、通知希望

者数は、６２，９９３名であり、実際に通知を行っ
た延べ数は１１４，９９６名であった。

⑶ 被害者支援員の配置
検察庁において、被害者等に対し、よりき

め細かな配慮を行うため、犯罪被害者等の支
援に携わる「被害者支援員」を配置し、特に
大規模庁においては、常時複数名を配置して
いる。
被害者支援員は、犯罪被害者等からの様々

な相談への対応、法廷への案内・付添い、事
件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続
の手助けをするほか、犯罪被害者等の状況に
応じて精神面、生活面、経済面などの支援を
行っている関係機関や団体などを紹介するな
どの支援活動を行っている。

⑷ 被害者ホットラインの設置
検察庁において、犯罪被害者等による電話

やファックスでの被害相談の受付のため、地
方検察庁本庁に、被害者相談専用電話である
ホットラインを置き、被害者支援員などが電
話対応をしている。

⑸ 犯罪被害者等からの各種人権相談へ
の対応
法務省の人権擁護機関において、各種人権

相談への対応を実施している。法務局・地方



第４節 支援等のための体制整備への取組

第
２
章

８９

法務局やその支局で開設している常設相談所
や社会福祉施設などで開設する特設相談所に
おいては、犯罪被害者等からの人権相談に応
じている。また、専用相談電話「子どもの人
権１１０番」（P９２⒆「『子どもの人権１１０番』の
活用・充実」参照）や「女性の人権ホットラ
イン」を設置し、犯罪被害者等である子ども
や女性が相談しやすい環境の整備に努めてお
り、全国一斉の「子どもの人権１１０番」強化
週間や「女性の人権ホットライン」強化週間
を実施するなどの相談体制の充実に努めてい
るほか、全国一斉「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間を実施しており、さら
には、全国８か所の法務局・地方法務局に英
語や中国語などの通訳を配置した「外国人の
ための人権相談所」を開設するなど、幅広く
犯罪被害者等からの人権相談に応じている。
このほか、法務省の人権擁護機関では、全

国の小中学校の児童・生徒に「子どもの人権
SOSミニレター」（便せん兼封筒）を配布し
て、犯罪等による被害を受けた子どもの悩み
ごとの把握に努めているほか、法務省のホー
ムページ上に「インターネット人権相談受付
窓口」を開設して、パソコンや携帯電話から
インターネットでいつでも相談を受け付ける
体制を整備するなど、更なる犯罪被害者等へ
の相談体制の強化を図っている。
平成２２年中における犯罪被害者等からの相

談件数は２７６件であった。

⑹ 人権侵犯事件の調査及び処理等
法務省の人権擁護機関において、人権相談

などで犯罪被害者等に対する人権侵害の疑い
のある事案を認知した場合には、人権侵犯事
件として調査を行い、その結果、人権侵害の
事実が認められれば、関係機関と連携・協力
して当該事案に即した適切な解決を図ってい
る。
平成２２年中に取り扱った犯罪被害者等に対

する人権侵犯事件は７件であった。

⑺ 被害者連絡の実施
海上保安庁において、犯罪被害者等に対し

捜査や公判に支障を及ぼしたり、関係者の名
誉などの権利を不当に侵害するおそれのある
場合を除き、当該事件の捜査の経過などを通
知している。

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑻ 地方公共団体に対する総合的対応窓
口の設置等の要請
内閣府において、都道府県・政令指定都市

に対して、犯罪被害者等施策主管課室長会議
（以下「主管課室長会議」という。P１２１
２「地方公共団体との連携・協力」参照）の
開催などを通じ、犯罪被害者等からの問い合
わせや相談があった場合に総合的な対応を行
う窓口の設置などを要請している。
基本計画策定以降、平成２２年４月までに、

４４の都道府県、１３の政令指定都市に総合的対
応窓口が設置されており、犯罪被害者等から
の相談の対応や支援に関する情報提供を行っ
ている（「犯罪被害者等施策に関する基礎資
料８．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施
策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状
況」を参照）。

⑼ 相談機関等リストの作成による総合
的情報提供
内閣府において、平成１９年３月から、犯罪

被害者等施策ホームページにおいては、主な
犯罪被害者等支援体制の概要を紹介するとと
もに、主な相談窓口について情報提供を行っ
ている。（「主な支援機関・団体」：http://
www８．cao.go.jp/hanzai/soudan/kikan/ki
kan.html）

⑽ 警察と関係機関・団体等との連携・協
力の充実・強化及び情報提供の充実
警察において、他の犯罪被害者等支援に係

る諸機関・団体などとの連携・協力を充実・
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被害者支援連絡協議会

○地方検察庁、弁護士会、保護司
○法テラス
○医師会（精神科、産婦人科）
○臨床心理士会、精神保健センター
○婦人相談所・児童相談所
○福祉事務所
○教育委員会、女性青少年課
○暴力団追放センター、交通安全協会
○経済界
○報道機関　　　　　　　　等

関係機関
民間被害者支援団体

警 察

被害者相談窓口

提供：警察庁

強化し、それらの諸機関・団体などの犯罪被
害者等支援のための制度などを説明できるよ
う努めている。さらに、犯罪被害者等支援の
ための諸制度を所掌する省庁の協力を得て、
当該制度に関する案内書、申込書などを常備
し、犯罪被害者等に提供している。

⑾ 被害者支援連絡協議会及び被害者支
援地域ネットワークにおける連携の推進
警察において、生活上の支援を始め、医

療、公判に関することなど極めて多岐にわた
る犯罪被害者等のニーズに応え、総合的な支
援を行うため、警察のほか、地方検察庁、弁
護士会、法テラス、医師会、臨床心理士会、
知事部局や市の担当部、県や市の相談機関な
どによる「被害者支援連絡協議会」を全都道
府県に設立し、関係機関・団体などの相互の
連携を図っている。また、個々の事案におい
て、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握
し、よりきめ細かな総合的支援を行うため
に、警察署を単位とした連絡協議会（被害者
支援地域ネットワーク）の構築を進めている。
平成２２年４月１日現在、被害者支援連絡協

議会が４７（全都道府県）、被害者支援地域ネッ
トワークが１，１３４（全警察署数１，１８４）設置さ
れている。

⑿ 警察における相談体制の充実
警察において、犯罪被害の未然防止などに

関する相談に応じる窓口として、警察本部に
警察総合相談室を設置している。また、電話
による相談についても、全国統一番号の相談
電話「♯９１１０番」を設置するとともに、この
ような総合的な相談に加え、犯罪被害者等の
ニーズに応じて、性犯罪相談、少年相談、消
費者被害相談など個別の相談窓口を設け、相
談体制の充実に努めている。

⒀ 「指定被害者支援要員制度」の活用
警察において、専門的な被害者支援が必要

とされる事案が発生したときに、捜査員とは
別に指定された警察職員が犯罪被害者等への
付添い、ヒアリング、説明などの事件発生直
後における被害者支援活動を行う「指定被害
者支援要員制度」を各都道府県警察で導入し
ている。

警察と関係機関・団体などとのネットワーク

提供：警察庁
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支援要員による病院の付添

提供：警察庁

平成２２年１２月現在、指定被害者支援要員と
して全国で３万１，１８７名が配置されている。

⒁ 交通事故相談活動の促進
内閣府において、交通事故被害者救済対策

の一環として、交通事故相談所に勤務する初
任の相談員に対し、相談員として必要な基本
的知識などの習得を目的とした「交通事故相
談員中央研修会（初任者コース）」を開催し
ている。
また、交通事故相談員総合支援事業を通し

て、被害者等からの相談に対する相談員の対
応能力を向上させるため、民事損害賠償問題
に関する研修会の開催、交通事故相談業務に
関する資料の提供により、都道府県・政令指
定都市の交通事故相談活動に対する支援を
行っている。

⒂ 警察における被害少年が相談しやす
い環境の整備
警察において、全都道府県警察に設置され

ている少年サポートセンターや警察署の少年
係などが窓口となって、少年や保護者などか
らの相談を受け付けている。相談には、警察
官や少年補導職員が対応し、必要な助言、指
導を行っている。
また、全都道府県警察において、「ヤング

テレホンコーナー」などの名称で電話による
少年相談窓口を設けており、フリーダイヤル
による相談、FAXや電子メールなどによる

夜間、休日における受付など、少年や保護者
などが相談しやすい環境の整備を図っている。
平成２２年１０月、警察庁では、少年や保護者

に対する相談活動を強化するため、少年補導
職員などを対象に全国少年相談協議会を開催
した。
平成２２年４月１日現在、全国１９７か所に少

年サポートセンターが設置されているが、そ
のうち６８か所は、少年や保護者などが気軽に
立ち寄ることができるよう、警察施設以外の
施設に設置されている。

⒃ ストーカー事案への適切な対応
警察において、犯罪被害者等の意思を踏ま

え、「ストーカー行為等の規制等に関する法
律」（平成１２年法律第８１号。以下「ストーカー
規制法」という。）に基づく警告、禁止命令、
自衛策の教示などにより危害の拡大防止を
図っているほか、ストーカー行為者の検挙に
努めている。
各種法令に抵触しない場合でも、犯罪被害

者等に自分の身を守るための方策を教示した
り、避難などが必要となったときのために、
婦人相談所などの関係機関を教示するほか、
必要に応じて、ストーカー行為者に対する指
導・警告を行うなど、犯罪被害者等の立場に
立った積極的な対応を図っている。
平成２２年中のストーカー規制法に基づく警

察本部長などの援助件数は２，４７０件となって
おり、「被害防止措置の教示」や「被害防止
交渉場所として警察施設の利用」などの援助
を行っている（「ストーカー事案及び配偶者
からの暴力事案の対応状況について」：http://
www.npa.go.jp/safetylife/seianki/h２２_stdv.
pdf）。

⒄ 検察庁の犯罪被害者等支援活動にお
ける福祉・心理関係の専門機関等との
連携の充実
法務省において、犯罪被害者等に配慮した

捜査・公判活動を行うため、検察官などの研
修において、福祉・心理関係の専門機関の関



第２章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

９２

被
害
者
か
ら
の
相
談

ス
ト
ー
カ
ー
行
為

つ
き
ま
と
い
等

告　訴 罰　則
６か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

警告を
求める
旨の申出

援助を
受けたい
旨の申出

警察本部長等
による警告

緊急性があれば

警察本部長等
による仮の命令

公安委員会
による聴聞

公安委員会
による意見
の聴取

公安委員会
による
禁止命令

警察本部長等による援助

加重罰
１年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

罰　則
50万円以下の罰金

「子どもの人権１１０番ポスター」

提供：法務省

係者を講師に招くなど、その連携・協力の充
実・強化を図っている。

⒅ 検察庁における犯罪被害者支援員と
関係機関・団体等との連携・協力の充
実・強化及び情報提供の充実
法務省において、犯罪被害者等の支援に携

わる被害者支援員を対象とする研修におい
て、被害者支援団体の関係者を講師に招くな
ど、その連携・協力の充実・強化を図るとと
もに、犯罪被害者支援員の意義や役割につい
ても記載されている犯罪被害者等向けパンフ
レット「犯罪被害者の方々へ」を犯罪被害者
支援関係機関・団体等に配布するなどして犯
罪被害者支援員制度に係る情報提供の充実を
図っている。

⒆ 「子どもの人権１１０番」の活用・充実
法務省の人権擁護機関において、法務局・

地方法務局に専用相談電話「子どもの人権１１０
番」（０１２０（００７）１１０「フリーダイヤルぜろ
ぜろななのひゃくとうばん」）を設置し、電
話番号を全国共通化するなど、犯罪等による
被害を受けた子どもが安心して相談できる環
境を整備して、人権擁護委員や法務局職員が
相談に応じている。平成２２年中における「子
どもの人権１１０番」を利用した犯罪被害者等
からの相談件数は２２件であった。
また、平成２２年６月２８日から同年７月４日

までの間を「全国一斉『子どもの人権１１０番』
強化週間」とし、相談時間を延長するなどし

て積極的に犯罪被害者等である子どもからの
相談に応じており、同強化週間は平成２３年度
も実施を予定している（６月２７日から７月３
日まで）。
このほか、全国の小中学校の児童・生徒

に、「子どもの人権 SOSミニレター」（便せ
ん兼封筒）を配布したり、法務省のホーム
ページ上に「インターネット人権相談受付窓
口」を開設して、パソコンや携帯電話からイ
ンターネットでいつでも相談を受け付ける体
制を整備するなど、更なる犯罪被害者等への
相談体制の強化を図っている（P８８⑸「犯罪
被害者等からの各種人権相談への対応」参
照）。

⒇ 教育委員会と関係機関・団体等との
連携・協力の充実・強化及び学校におけ
る相談窓口機能の充実
文部科学省において、学校で児童生徒が犯

提供：警察庁
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罪被害者等となる重大事件が発生した場合
に、当該児童や保護者の相談対応の窓口とし
て学校が有効に機能することを支援してお
り、平成２０年２月には、「児童生徒の安全の
確保及び犯罪被害の防止について」（通知）
を発出し、関係機関と連携した取組の推進を
促したほか、各種会議においても、学校・教
育委員会・関係機関などの連携・協力を促し
ている。

21 学校内における連携及び相談体制の
充実
文部科学省において、学校内で児童生徒や

保護者の相談などに適切に対応ができるよ
う、スクールカウンセラーや子どもと親の相
談員の配置の拡充やスクールカウンセラーの
緊急支援のための派遣に対して補助を行って
きた。平成２２年度も引き続き、小学校に配置
するスクールカウンセラーを拡充し、相談体
制などの充実を図っている。

22 学校における相談対応能力の向上等
文部科学省において、学校の教職員が児童

生徒の相談などに的確に対応できるよう、生
徒指導の指導者となる教員に対して教育相談
に関する研修を実施している。

23 相談及び情報提供のための教育委員
会による取組の促進
都道府県・政令指定都市教育委員会におい

て、社会問題化したいじめ問題への対応策の
一つとして、平成１９年２月から、夜間・休日
でも子どもの悩みや不安を受け止めることの
できる「２４時間いじめ相談ダイヤル（全国統
一ダイヤルは０５７０―０―７８３１０（なやみ言おう））」
を実施している。

24 各都道府県警察に対する犯罪被害者
等への支援に関する指導・督励及び好
事例の勧奨
警察庁において、情報提供を始めとする基

本的な犯罪被害者等支援策が確実に実施され

るよう、各種会議などを通じて各都道府県警
察に対し指導・督励するとともに、毎年、被
害者支援担当者体験記を発行し、各都道府県
警察に配付している。

25 「被害者の手引」の内容の充実等
警察庁において、平成２０年１１月、「被害者

の手引」モデル案を改訂し、新たに、被害者
参加制度や損害賠償命令制度の情報を掲載し
たほか、刑事手続や裁判で利用できる制度に
ついての情報や、犯罪被害給付制度などの経
済的支援や被害の回復についての情報、各種
相談機関・窓口についての情報の充実を図っ
ている。
また、平成２２年４月、少年事件の処理の流

れが分かりやすく「被害者の手引」に示され
るようそのモデル案を作成するなど、少年犯
罪の被害者に向けた情報提供の充実を図って
いる。
「被害者の手引」は、これまでと同様に被

害者連絡の対象者に配布するほか、被害者連
絡の対象者以外にも、刑事手続・犯罪被害者
等のための制度を教示する際などに広く活用
することとしている。
さらに、都道府県警察に対し、外国語版の

「被害者の手引」についても、それぞれの都
道府県の事情に応じて、積極的に作成・配布
するよう、引き続き指示している。


